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特定非営利活動法人(認定NPO法人)

よこはま成年後見つばさ

つ ば さ の 法 人 後 見 は 「 私 ら し く 」 を 手 助 け し ま す

つばさの活動応援寄附金を

募集しています
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の理解を深める

ため、普及啓発活動や

施策の充実に向けての

活動に取り組んで

います。

成年後見制度

を基本理念とし、

いつまでもその人

らしく安心して暮ら

せる社会をめざして

います。

「誰にも等しく

権利擁護」

計画相談室

ウィング
私らしくを大切に、

「ライフプラン」の

作成を行っています。

丁寧な相談支援に

取り組んでいます。

よこはま成年後見つばさは、2011年10月12日設立以来、

相談からチーム支援を基本に、多くの方を受任させていただ

き、多様なニーズに応えてまいりました。

2015年 ※「認定NPO法人」の認証を受け、（２020年

認証の更新） 2019年、障がい者の「計画相談室ウィング」

の開設と、これまで皆さまのあたたかいご支援で、何とか歩

み続けてまいりました。

昨今の社会情勢の変化により、寄せられる相談も多様化・

複雑化し、ますます法人後見の必要性を感じる一方で、法人

の適正規模が新たな課題になっております。

持続的な活動を可能にするため、何卒ご支援とご協力を

お願いいたします。

頂いたご寄付は、皆さまのお気持ちに沿えるよう活用さ

せていただきます。

※「認定NPO法人」

横浜市の認定を受け、広く一般から支持を受けている法人で、

寄付金控除の対象です。 条件は右の１,２のいずれかを満た

すこと。つばさは、2の絶対値基準の確保を目標としています。

１.相対値基準：経常収入金額のうち、寄付金等の占める割合が

20％以上であること。

２.絶対値基準：3,000円以上の寄付者が、年平均100人以上

であること。

会費・寄付金の振込先

●ゆうちょ銀行からの振込

【記号番号】 ００２１０－１－１３５３９５

【加入者名】 特定非営利活動法人よこはま成年後見つばさ

【フリガナ】 ﾄｸﾋ）ﾖｺﾊﾏｾｲﾈﾝｺｳｹﾝﾂﾊﾞｻ

●ゆうちょ銀行以外からの振込

【店 名】 〇二九（ゼロニキユウ）

【店 番】 ０２９

【預金種目】当座 【口座番号】０１３５３９５

「成年後見制度」に関心のある方、どなたでも入会できます。

ぜひ、賛助会員の入会をお願いします。

ご登録後、メールでつばさの活動や関係事業の情報提供、

年数回発行の「機関誌」を送付します。

●賛助会員/年会費

個人 1口 3,000円 / 団体 1口 5,000円

※税制上の優遇措置が受けられる「寄付金控除証明書」を

発行いたします。

賛助会員入会のご案内
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